
 

1 

 

 

 

 

 

 

目         次 

 
      告    示 ﾍﾟｰｼﾞ 

○ 指定代理納付者の指定（税務課）……………………………………………………………………………… １ 

○ 有害興行の指定（青少年課）…………………………………………………………………………………… １ 

○ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づく住宅確保要配慮者       

 居住支援法人の指定（住宅政策課）…………………………………………………………………………… ２ 

○ 道路の位置指定（北播磨県民局）……………………………………………………………………………… ２ 

      公    告  

○ 軽油引取税に係る免税軽油使用者証及び免税証の無効公告（税務課）…………………………………… ２ 

○ 都市計画法第36条第３項に基づく工事完了公告（中播磨県民センター）………………………………… ３ 

      選挙管理委員会告示  

○ 平成７年兵庫県選挙管理委員会告示第73号（市町の選挙管理委員会が指定する個人演説会、  

 政党演説会及び政党等演説会を開催することができる施設の指定）の一部改正 ……………………… ３ 
 

告         示 

 

兵庫県告示第552号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２第６項の規定により、次のとおり指定代理納付者を指定した。 

令和２年５月１日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 指定代理納付者の名称及び代表者の氏名並びに所在地 

(1) 三井住友カード株式会社 

  代表取締役社長 大 西 幸 彦 

   大阪市中央区今橋四丁目５番15号 

(2) 株式会社みなとカード 

   代表取締役社長 園 尾 善 雄 

   神戸市中央区西町35番地 

２ 指定代理納付者に代理納付を認めた歳入 

  自動車税種別割 

３ 令和２年度における指定代理納付者による代理納付の受付期間 

  令和２年５月１日から同年６月１日まで 

 

兵庫県告示第553号 

青少年愛護条例（昭和38年兵庫県条例第17号）第11条第１項の規定により、有害興行として次のものを指定

する。 

令和２年５月１日 

                                       兵庫県知事 井 戸 敏 三 

指定理由 

著しく性的感情を刺激し、著しく粗暴性若しくは残忍性を助長し、著しく恐怖心を与え、

又は犯罪若しくは自殺を誘発し、若しくは助長する描写、音声などが多く、青少年に観覧

させることは、その健全な育成を阻害するものと認める。 

兵庫県公報 
発  行  人 

兵   庫   県 
神戸市中央区下山手通 

５丁目10番１号 

毎週火曜日及び金曜日発行、 

その日が休日のときはその翌日 （兵庫県民の旗＝県旗） 令和２年５月１日 金曜日  第 104 号 
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種  別 名       称 制作・配給会社 

映  画 

 

同 

 

同 

 

同 

 

 

同 

温泉情話 湯船で揉みがえり 

 

絶頂本番 私のなかの娼婦 

 

オトナのしおり とじて、ひらいて 

 

夕方のおともだち 

 

 

名器乱舞 欲情の下半身 

オーピー映画 

 

新東宝映画 

 

オーピー映画 

 

ザフール、クイーンズ 

カンパニー 

 

オーピー映画 

 

 

兵庫県告示第554号 

 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成19年法律第112号）第40条の規定に

より、支援法人を次のとおり指定した。 

  令和２年５月１日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

住宅確保要配慮者居住支援法人 

名称 住所 事務所の所在地 指定年月日 

特定非営利活動法人

地域を元気にする会 

宍粟市山崎町御名171 宍粟市山崎町御名171 
令和２年４月13日 

 

 

兵庫県告示第555号 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により、次のとおり道路の位置を指定した。 

その関係図書は、北播磨県民局加東土木事務所まちづくり建築課において縦覧に供する。 

 令和２年５月１日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

指 定 番 号 
指定年月日 

（令和年月日） 
位 置 

幅 員 

（メートル） 

延 長 

（メートル） 

第R01北播位置

0004号 
2.4.15 

西脇市和田町字西門560番の一部、564番６の

一部、560番地先水路 
4.15～4.00 19.29 

 
 

公 告 

 

軽油引取税に係る免税軽油使用者証及び免税証の無効公告 

次に掲げる免税軽油使用者証及び免税証は、紛失の日から無効とする。 

  令和２年５月１日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

免税軽油使用者証 
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業種 記号・番号 有効期限 使用者の住所 
交付県民局、

県民センター 
紛失年月 

漁船以外の船舶 A297426 令和２年７月26日 神戸市 
神戸県民セン

ター 
令和元年６月 

免税証 

種類 用途 記号・番号 有効期限 枚数 
免税証に記載された販売

業者の所在及び名称 

交付県民局、

県民センタ

ー 

紛失 

年月日 

100 

リットル 

券 

港湾

運送

業 

H01 9160328 

H01 9160329 

令和２年 

６月30日 
２ 

神戸市兵庫区今出在家町

１―２―４ 

竹鶴石油株式会社 

神戸県民セ

ンター 

令和２年 

１月８日 

 

 

   都市計画法第36条第３項に基づく工事完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定による許可に係る次の開発行為に関する工事は、完

了した。 

  令和２年５月１日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  たつの市揖西町土師二丁目34番から36番まで 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名又は名称 

  相生市汐見台30番地の５ 

株式会社イエローサービス 代表取締役 谷 口 隆 司 

３ 許可年月日及び許可番号 

  令和元年９月20日 

   兵庫県指令中播(姫土)（建）第１－15号（１たつの） 
 

選挙管理委員会告示 

 

兵庫県選挙管理委員会告示第19号 

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第161条第１項第３号の規定により、市町の選挙管理委員会が指定する

個人演説会、政党演説会及び政党等演説会を開催することができる施設について、指定した旨の報告があった

ので、平成７年兵庫県選挙管理委員会告示第73号（市町の選挙管理委員会が指定する個人演説会、政党演説会

及び政党等演説会を開催することができる施設の指定）の一部を次のように改正する。 

令和２年５月１日 

兵庫県選挙管理委員会○○○ 

委員長○石 堂 則 本 

 表たつの市の項中 

「 

 たつの市立段之上会館 たつの市新宮町段之上431―３ 

」 

を 

「 

 たつの市立段之上会館 たつの市新宮町段之上431―３ 
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 たつの市揖西コミュニティセンター たつの市揖西町竹万95―１ 

 たつの市揖保コミュニティセンター たつの市揖保町栄327―３ 

」 

に改める。 
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